
旧 新
第19条　（危険負担・免責条項等） 第19条　（危険負担・免責条項等）

2．当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約
書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、ま
たはお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用の
ログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード（または
IDコード）を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したとき
は、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これ
らを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行っ
たものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担と
し、当社は責任を負いません。

2．当社が、お客さまが諸届等に使用した印影もしくは署名を契約
書または返済用口座の届出印鑑の印影もしくは署名と照合し、ま
たはお客さまが入力した暗証番号もしくはインターネット取引用の
ログインID、ログインパスワードおよびワンタイムパスワード（または
IDコード）を当社の記録と照合し、相違ないと認めて取引したとき
は、これらにつき偽造、変造または盗用等の事故があっても、これ
らを使用・入力して行われた取引についてはお客さま本人が行っ
たものとみなし、当該事故によって生じた損害はお客さまの負担と
し、当社は責任を負いません。
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